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変更前 変更後 

2号機
１号機

2号機
１号機

横滑り対策エリアの変更について 

 変更理由 
  横滑り対策エリアの設定について，１号炉建物を障害物として考慮していたが，１号炉建物は現在廃止措
置中であり将来的には建物を撤去することから，１号炉建物を障害物として考慮しないように見直した。 

EL.45m,50mの飛来物発生防止対策エリア(防護対象施設からの距離230m) EL.45m,50mの飛来物発生防止対策エリア(防護対象施設からの距離230m) 
EL.8.5m,15mの飛来物発生防止対策エリア(防護対象施設からの距離150m) 

：外部事象防護対象施設 

：横滑り対策エリア 

：ガードレール等の障害物 

EL.8.5m,15mの飛来物発生防止対策エリア(防護対象施設からの距離150m) 

横滑り対策エリアの変更前後 

：EL45m,50mの飛来物発生防止対策エリア 

：EL8.5m,15mの飛来物発生防止対策エリア 

：外部事象防護対象施設 

：横滑り対策エリア 

：ガードレール等の障害物 

：EL45m,50mの飛来物発生防止対策エリア 

：EL8.5m,15mの飛来物発生防止対策エリア 




